
 

 

議案第６３号  

 

 

   調布市パブリック・コメント手続条例    

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２６年  ９  月  ３  日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 政策等の策定等をするに当たり実施するパブリック・コメント手続につい

て必要な事項を定めるため，提案するものであります。  

 



 

－ 1 － 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市パブリック・コメント手続条例  

 

 

（目的）  

第１条  この条例は，パブリック・コメント手続について必要な事項を定め

ることにより，市民が意見を提出する機会を保障し，市民参加による開か

れた市政の推進を図るとともに，行政の説明責任を果たし，市政運営にお

ける公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定

めるところによる。  

 (1) パブリック・コメント手続  策定，制定又は改廃（以下「策定等」と

いう。）をしようとする政策等の案等を公表して市民から意見を募集し ,

提出された意見を十分に考慮して政策等の策定等をするとともに，当該

意見及びこれに対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう｡ 

(2) 市民  次に掲げるものをいう。  

ア  市内に住所を有する者  

イ  市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体  

ウ  市内の事務所又は事業所に勤務する者  

エ  市内の学校（専修学校及び各種学校を含む。）に在学する者  

オ  アからエまでに掲げるもののほか，パブリック・コメント手続を実

施する政策等に直接的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体

で，規則で定めるもの  

(3) 政策等  実施機関が定める次に掲げるものをいう。  

ア   市の基本構想の案，基本計画又は個別の行政分野における基本的な

計画等  

イ  次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案  
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(ｱ) 市政に関する基本的な条例  

(ｲ) 市民に義務を課し，又はその権利を制限する条例  

ウ  広く市民に適用され，かつ，市民生活に重大な影響を及ぼす制度  

エ  大規模な公共施設の設置に係る基本的な計画等  

オ  アからエまでに掲げるもののほか，実施機関が必要と認めるもの  

 (4) 実施機関  市長，教育委員会，選挙管理委員会，農業委員会，監査委

員及び固定資産評価審査委員会をいう。  

（パブリック・コメント手続の実施）  

第３条  実施機関は，政策等の策定等をしようとするときは，パブリック  

・コメント手続を実施するものとする。  

２  前項の規定にかかわらず，実施機関は，政策等の策定等が公益上，緊急

を要する場合は，パブリック・コメント手続を実施しないことができる。

この場合において，パブリック・コメント手続を実施しないと決定したと

きは，その理由を第６条に規定する方法に準じて公表するよう努めるもの

とする。  

（適用除外）  

第４条  次の各号のいずれかに該当する場合は，前条第１項の規定は適用し

ない。ただし，実施機関が第１条の目的に照らしてパブリック・コメント

手続を実施する必要があると認めたときは，この限りでない。  

 (1) 納付すべき金銭及び金銭の給付に関する政策等の策定等をしようとす

る場合  

 (2) 次に掲げる軽微な変更を内容とする政策等の策定等をしようとする場

合  

ア  法令又は他の政策等の策定等に伴い，当然必要とされる規定の整理  

イ  アに掲げるもののほか，用語の整理，条，項又は号の繰上げ又は繰

下げその他の形式的な変更  

 (3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地がない場合  

 (4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して策定等をした政

策等と実質的に同一の政策等の策定等をしようとする場合  

 (5) 審議会等の附属機関が，パブリック・コメント手続に準じて実施した
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手続を踏まえて報告，答申等を行い，その報告，答申等に基づいて実施

機関が政策等の策定等をしようとする場合  

 (6) 法令等の規定により，縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コ

メント手続に相当する手続を実施する場合  

 (7) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定による

請求を受けて議会に条例の制定又は改廃に係る案を付議する場合  

（政策等の案の公表）  

第５条  実施機関は，政策等の策定等をしようとするときは，当該政策等の

策定等をする前の適切と認める時期に，当該政策等の案の趣旨，目的及び

背景を付した政策等の案を公表するものとする。この場合において，当該

公表の際，次の各号に掲げる事項（以下「実施に関する情報」という。）

を明らかにするものとする。  

 (1) 意見の提出期間  

 (2) 意見の提出先  

 (3) 意見の提出方法  

 (4) 政策等の策定等の予定時期  

２  実施機関は，前項の規定による公表をするときは，次の各号に掲げる政

策等の案の内容の理解の促進に資する資料を併せて明らかにするよう努め

るものとする。  

 (1)  政策等の立案に当たって整理した考え方及び論点を記載した資料  

 (2)  前号に掲げるもののほか，実施機関が必要と認める資料  

３  実施機関は，第１項の規定による公表に当たっては，次条に規定する方

法により，市民に対し積極的に周知を図るよう努めるものとする。  

（政策等の案の公表の方法）  

第６条  前条の規定による公表の方法は，次の各号に掲げるところによる。  

 (1) 市報への掲載（実施に関する情報を公表する場合に限る。）  

 (2) 市のホームページへの掲載  

 (3) 規則で定める場所での閲覧又は配布  

(4) 前３号に掲げるもののほか，実施機関が必要と認める方法  

（意見の提出期間等）  
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第７条  意見の提出期間は，第５条の規定による公表をした日から起算して

３０日以上とする。  

２  前項の規定にかかわらず，実施機関は，やむを得ない理由があると認め

たときは，意見の提出期間を第５条の規定による公表をした日から起算し

て３０日を下回る期間とすることができる。この場合において，意見の提

出期間を３０日を下回る期間としたときは，同条の規定による公表の際，

その理由を明らかにするものとする。  

（意見の提出方法等）  

第８条  意見の提出方法は，次の各号に掲げるところによる。  

 (1) 実施機関が指定する場所への書面の提出  

 (2) 郵便等による書面の送付  

 (3) ファクシミリによる送信  

 (4) 電子メールによる送信  

 (5) 前各号に掲げるもののほか，実施機関が適当と認める方法  

２  意見を提出するに当たっては，住所及び氏名（団体にあっては，所在地 ,

名称及び代表者の氏名）その他規則で定める事項を当該意見に付記するも

のとする。  

（意見の取扱い及び公表）  

第９条  実施機関は，この条例に基づき提出された意見（以下「提出意見」

という。）を十分に考慮して政策等の策定等をするものとする。  

２  実施機関は，前項の規定により政策等の策定等をしたときは，次の各号

に掲げる事項を速やかに公表するものとする。  

 (1) 提出意見又はその概要  

 (2) 提出意見に対する実施機関の考え方  

 (3) 提出意見を踏まえ，政策等の案を修正したときは，当該修正の内容  

(4) 前３号に掲げるもののほか，実施機関が必要と認める事項  

３  前項の規定にかかわらず，実施機関は，調布市情報公開条例（平成１１

年調布市条例第１９号）に定めるもののほか，同項の規定による公表をす

ることにより第三者の利益を害するおそれがある場合その他正当な理由が

ある場合は，提出意見の全部又は一部を公表しない。  
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（実施状況の公表）  

第１０条  市長は，規則で定めるところにより，実施機関におけるパブリッ

ク・コメント手続の実施状況の一覧を作成し，市のホームページに掲載す

る方法その他適当と認める方法により，当該一覧を公表するものとする。  

（委任）  

第１１条  この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。  

 

 

附  則  

（施行期日等）  

１  この条例は，平成２６年１２月１日から施行し，この条例の施行の日  

（以下「施行日」という。）以後に公表する政策等の案等に係るものにつ

いて適用する。  

（調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の一部改正）  

２  調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例（平成１６年調布市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

  目次中「第１８条」を「第１９条」に改め，「第４節  パブリック・コ

メント手続（第１９条）」を削る。  

  第２条第２項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号から第６号

までを１号ずつ繰り上げる。  

  第２章第４節を削る。  

  第２章第３節中第１８条の次に次の１条を加える。  

 第１９条  削除  

（調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の一部改正に伴う経

過措置）  

３  施行日前に公表した街づくりに関する基本的な政策等に係るものについ

ては，なお従前の例による。  
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